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衆
議
院
議
員
西
村
智
奈
美
君
提
出
国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た
め
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
の
必
要
性
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

健
康
保
険
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
労
使
の
協
調
に
基
づ
く
自
主
的
な
運
営
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
散

に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
会
の
議
決
等
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
組
合
の
予
算
や
決
算
に
基
づ
く
財
政
状
況
の
把
握
や
組
合
に
対
す
る
実
地
監
査
等
を
通
じ
、
組
合
の
状

況
の
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
保
険
給
付
費
等
の
十
六
・
四
パ

ー
セ
ン
ト
分
の
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
組
合
の
財
政
に
直
接
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
協
会

は
、
組
合
が
解
散
す
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
組
合
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
国
庫
補
助
に
よ

り
協
会
の
安
定
的
な
運
営
の
確
保
を
図
る
こ
と
は
、
協
会
の
被
用
者
保
険
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
役
割
・
機
能
を

一



安
定
的
に
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

協
会
に
対
し
て
は
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
の
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
解
散
し
た
組
合
の
権
利
義
務
を

協
会
が
承
継
し
た
場
合
、
協
会
に
対
す
る
国
庫
補
助
額
は
、
基
本
的
に
は
、
当
該
組
合
の
保
険
給
付
費
等
の
十
六
・
四
パ
ー

セ
ン
ト
相
当
額
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。

四
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

「
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
二
〇
一
六
改
定
版
」
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提

出
）
に
お
い
て
、
平
成
三
十
年
度
末
ま
で
に
「
医
療
保
険
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
七
十

歳
か
ら
七
十
四
歳
の
窓
口
負
担
の
段
階
的
な
引
上
げ
の
実
施
状
況
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
審
議
会
等
に
お
い
て
検
討
し
、

結
論
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
医
療
保
険
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
の
在
り
方
を
含
め
た
高
齢
者
医
療
制

度
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
等
に
お
い
て
、
医
療
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
等
の
観
点
か
ら
、
高
齢

者
を
取
り
巻
く
環
境
等
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
個
々
の
組
合
の
財
政
状
況
が
悪
化
す
る
要
因
に
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
拠
出
金
の
負
担
の
み
な
ら
ず
、
母

二



体
と
な
る
事
業
所
の
経
営
状
況
の
影
響
に
よ
る
保
険
料
収
入
の
減
少
や
医
療
費
の
増
加
な
ど
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
健
康
保
険
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
組
合
等
に
対
し
て
、
そ
の
財
政
状
況
が
悪
化
し

た
要
因
を
踏
ま
え
た
財
政
の
健
全
化
や
予
算
の
適
正
な
作
成
に
つ
い
て
の
助
言
・
指
導
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
財
政
の
健

全
化
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
こ
う
し
た
取
組
等
を
通
じ
て
、
組
合
の
財
政
運
営
の
支
援
を
行
っ
て
ま
い

り
た
い
。

な
お
、
「
仮
に
・
・
・
今
後
ど
の
程
度
の
額
が
必
要
に
な
る
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
、
拠
出
金
等
の

今
後
の
推
移
に
は
様
々
な
要
因
が
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
財
政
規
模
の
拡
大
、
ま
た
は
対
象
範
囲
を
優
先
し
て
財
政
規
模
を
定
め
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
特
別
負
担
調
整
」
に
よ
る
保
険
者
の
負
担
軽
減
額
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
保

険
制
度
改
革
骨
子
」
（
平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
本
部
決
定
）
を
踏
ま
え
、
各
年
度
の
予
算
編

成
に
お
い
て
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三


